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令和７年度 包括外部監査結果への対応について 

 

１ 監査テーマ 

   交流人口の増加及び関係人口の創出に向けた施策及び事業に係る財務事務の執行について 

 

２ 監査の対象期間 

   令和 6 年 4 月 1 日から令和 7年 3 月 31 日まで 

 

３ 監査の実施期間 

   令和 7 年 4 月 1 日から令和 8年 2 月 27 日まで 

 

４ 監査従事者 

   包括外部監査人  公認会計士 鳩 健二 

監査補助者    公認会計士 秋元 創一郎   公認会計士 髙木 研弥 

公認会計士 鈴木 崇大   公認会計士 千田 泰士 

公認会計士 星野 博之   公認会計士 今 孝彰 

公認会計士 佐藤 大悟 

 

５ 監査の結果 

指摘事項 19 件 意見 38 件  計 57 件 

No. 区 分 指摘 意見 

1 国内外の観光需要の取り込み 17 29 

2 連携や交流による地域活力の強化 2 8 

3 措置状況の監査 0 1 

合計 19 38 

 

※「指摘事項」とは、今後、措置することが必要であると判断したもの 

※「意見」とは、施策や事業の運営合理化のために、改善を要望するもの 

 

６ 市民への公表 

① 青森市ホームページに掲載 

② 市庁舎、支所等での縦覧 
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７ 対応スケジュール 

 

                                ＝法定手続 

                           （法：地方自治法） 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

監査結果の報告 

（法第 252 条の 37 第 5 項） 

 

◆全庁への周知（4 月 10 日） 

【検証作業等】 

〇指摘事項及び意見内容の確認・検証 

〇是正・改善等、必要な措置 
※監査対象部局以外でも類似事案が

ないか確認・検証の上、是正・改善

等、必要な措置 
 

◆関係部局から各常任委員協議会へ 

報告（4 月 21 日） 

 

 

 

 

◆関係部局から各常任委員協議会へ 

報告 

・指摘事項及び意見内容への是正・ 

改善等措置状況について 

監査結果の公表 

（法第 252 条の 38 第 3 項） 

改善措置の公表 

（法第 252 条の 38 第 6 項） 

 

○議員各位へデータ配信 

○青森市ホームページに掲載 

○市庁舎、支所等での縦覧 

 

○議員各位へデータ配信 

○青森市ホームページに掲載 

○市庁舎、支所等での縦覧 

 

4 月 

8 月 

4月 10日 

3 月 27 日 

監査委員 

8 月 

監査委員へ改善措置の通知 

（法第 252 条の 38 第 6 項） 


